
仕様書 

 

 １ 業務名 

    日本遺産国境の島かたりべ原稿制作業務 

  

２ 事業目的 

   日本遺産国境の島は、壱岐市、対馬市、五島市、新上五島町の 4 自治体で構成され 

ている。壱岐市だけでなく、他の島への周遊を促すことで、国境の島への理解と、 

日本遺産の認知度向上のため、史跡の案内原稿を制作することを目的とする。  

 

３ 納期 

   令和５年 2 月２８日（火）まで 

  

 ４ 業務内容 

   ①かたりべ原稿の制作 

・壱岐市の日本遺産構成史跡を案内するにあたり、壱岐だけでなく、他の島や日本、 

海外の情勢を盛り込みながら説明できるかたりべ原稿を制作する。 

     (1)日本遺産とは 

(2)国境の島とは 

(3)各構成史跡の説明 

    ・市が提示する「キーワード」を盛り込むこと。 

    ・1 つの史跡あたり、5 分以内で説明できる内容とすること。 

・市が提供する資料を参考に作成。必要に応じて、市学芸員等の有識者と協議を進 

 めながら作成すること。 

     ※市が提供する資料（例） 

     日本遺産国境の島 壱岐・対馬・五島～古代からの架け橋～ガイドブック 

     日本遺産ガイド育成セミナー資料 

    ・標準語を使用 

    ・ターゲットは、歴史には詳しくないが興味がある個人旅行者とし、専門的な用語 

     は極力控えること。 

    ・原稿案の制作がスムーズに行えるよう、市（観光課）から各市町の担当者には事 

     前に協力依頼を行うため、原稿案の内容チェックを随時してもらうこと。 

    ・かたりべ原稿とは別に、ガイド用のマニュアルブック（日本遺産構成史跡を説明）  

     を制作予定である。マニュアルブックとの整合性をとるために、原稿の構成につ 

いては、市と協議を行いながら進めること。  

 

②原稿制作に伴う情報取集のため、必要に応じて壱岐市へ取材に行くこと。 

 

   ③かたりべ冊子のデザイン制作 

    ・原稿を配付するに当たり小冊子を制作するため、デザイン案を市と協議し 



 て制作すること。なお、印刷は別途予算で対応する。 

 

５ 成果物 

  ・かたりべ原稿の電子データ（テキストデータ：Word、PowerPoint） 

  ・かたりべ小冊子のデザインデータ（Illustrator、PDF） 

 

６ 納入場所 

壱岐市 観光課  

 

7 検査 

受託事業者は、業務を完了したときは、本市に対して速やかに業務完了報告書を提出

しなければならない。 

  本市は業務完了報告書を受理してから１０日以内に業務完了を確認するための検査を

行い、不適当と認められる箇所又は不足する部分がある場合は、受託事業者に対し、

この補足その他必要な措置を指示するものとし、受託事業者はこれを引き受け、改め

て本市の検査を受けるものとする。 

 

８ その他の留意事項 

（１）秘密の保持 

    受託事業者は、業務の処理上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。 

（２）成果物、著作権等 

ア 今回の業務委託により制作される成果物や著作権は、壱岐市に譲渡すること。 

イ 成果物が第三者の著作権・権利を侵害しないものであることを保証すること。 

ウ 第三者との間に著作権・権利にかかる権利侵害の紛争などが生じた場合、当該 

紛争の原因が本市の責めに帰する場合を除き、受託者の責任、負担において一 

切処理すること。 

エ 受託者（再委託を行った場合は、再委託先も含む）は、本市に対し、著作者人格 

権を行使しないこと。 

（３）損害賠償 

    受託事業者の責に帰すべき理由により、業務の処理に関し発生した損害（第三者

に及ぼした損害を含む。）のために必要を生じた経費は、受託事業者が負担する

ものとする。 

（４）第三者への委託 

    受託事業者は、業務の全部を一括して第三者に委託してはならない。ただし、業

務の一部を第三者に再委託する場合、本市より事前の書面により承諾を得るもの

とする。 

（５）打合せ及び連絡調整 

    仕様、進捗状況等の確認を行うため、本業務の履行期間内は本市にて打合せを行



い、実施後速やかに議事録を提出すること。やむを得ない状況により TV 会議な

どを利用する場合にはそれを妨げない。 

（６）協議 

    本仕様書に定めのない事項については、協議の上決定すること。 

 

 

（参考） 

 「日本遺産国境の島 壱岐・対馬・五島~古代からのかけはし~」とは 

 

（概要） 

日本本土と大陸の中間に位置することから、長崎県の島は、古代よりこれらを結ぶ海上交通

の要衝であり、交易・交流の拠点であった。 

特に朝鮮との関わりは深く、壱岐は弥生時代、海上交易で王都を築き、対馬は中世以降、朝

鮮との貿易と外交実務を独占し、中継貿易の拠点や迎賓地として栄えた。 

その後、中継地の役割は希薄になったが、古代住居跡や城跡、庭園等は当時の興隆を物語り、

焼酎や麺類等の特産品、民俗行事等にも交流の痕跡が窺える。 

国境の島ならではの融和と衝突を繰り返しながらも、連綿と交流が続くこれらの島は、国と

国、民と民の深い絆が感じられる稀有な地域である。 

 

参照 URL  http://kokkyonoshima.com/ 

      （日本遺産国境の島 壱岐・対馬・五島~古代からの架け橋~専用サイト） 

 

壱岐市にある日本遺産構成史跡 

 

 構成史跡 

１ 原の辻遺跡 

２ 壱岐古墳群 

３ 長崎県原の辻遺跡出土品 

４ 長崎県双六古墳出土品 

５ 長崎県笹塚古墳出土品 

６ 勝本城跡 

７ 内海湾 

８ 岳の辻 

９ カラカミ遺跡 

10 生池城跡 

  

 

  

http://kokkyonoshima.com/


 


